
 

5  

昭
和
五
十
六
年
十
月
二
十
一
日
提
出 

質

問

第

五

号 

  

右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

北
方
領
土
問
題
に
つ
い
て
政
府
の
刊
行
物
等
に
日
本
政
府
自
ら
が
主
権
を
放
棄
し
た
が
ご
と
き
表 

現
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
訂
正
と
責
任
追
及
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

昭
和
五
十
六
年
十
月
二
十
一
日 

衆 

議 

院 

議 

長 

福 

田 
 

一 

殿 

提 

出 

者 
 

小 

沢 

貞 

孝 

 

一 

 



 

一 

日
本
の
市
町
村
数
は
三
、
二
五
五
か
、
三
、
二
六
一
か
。 

 
政
府
刊
行
物
中
特
に
自
治
省
発
行
の
全
国
市
町
村
要
覧
に
よ
れ
ば
、
昭
和
五
十
五
年
及
び
五
十
六
年
版
で
は 

 

全
国
市
町
村
数
は
三
、
二
五
五
で
あ
る
。
こ
れ
を
北
海
道
だ
け
で
み
る
と
い
ず
れ
も
二
一
二
市
町
村
で
あ
る
。
こ 

 

れ
は
、
日
本
固
有
の
領
土
と
し
て
日
本
国
民
が
挙
げ
て
主
張
し
て
い
る
三
島
六
ヵ
村
を
、
自
治
省
で
は
、
日
本 

 
 

領
土
で
あ
る
こ
と
を
無
視
し
て
前
記
要
覧
に
記
載
し
て
お
ら
ず
、
現
北
海
道
の
市
町
村
数
を
二
一
二
と
し
て 

 
 

あ
る
と
こ
ろ
に
間
違
い
が
あ
る
。
要
覧
に
は
当
然
、
北
海
道
に
は
二
一
八
市
町
村
と
し
、
全
国
市
町
村
数
は 

 
 

 

三
、
二
六
一
と
し
て
三
島
六
ヵ
村
分
を
記
載
し
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
自
治
省
の
見
解
は
、
北
方 

 
 

 

四
島
は
北
海
道
の
区
域
に
入
つ
て
お
り
、
う
ち
歯
舞
諸
島
は
昭
和
三
十
四
年
に
根
室
市
に
編
入
さ
れ
た
こ
と
に 

 

現
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
訂
正
と
責
任
追
及
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

北
方
領
土
問
題
に
つ
い
て
政
府
の
刊
行
物
等
に
日
本
政
府
自
ら
が
主
権
を
放
棄
し
た
が
ご
と
き
表 

三 

 



 

二 

北
方
四
島
七
カ
村
の
地
図
に
つ
い
て
な
ぜ
政
府
の
刊
行
物
か
ら
抹
殺
さ
れ
て
き
た
か
。 

伴
い
現
在
根
室
市
の
一
部
に
な
つ
て
い
る
が
、
国
後
、
択
捉
、
色
丹
の
三
島
の
六
ヵ
村
（
国
後
島
―
泊
村
、
留 

 
 

 

夜
別
村
、
択
捉
島
―
紗
那
村
、
留
別
村
、
蘂
取
村
、
色
丹
島
―
色
丹
村
）
に
つ
い
て
は
、
「
市
制
町
村
制
以
来
、 

 
 

 
 

あ
る
い
は
地
方
自
治
法
に
よ
る
廃
村
手
続
を
取
つ
て
い
な
い
の
で
現
在
も
存
続
し
て
い
る
が
、
ソ
連
に
占
拠
さ 

 

れ
て
い
る
の
で
、
行
政
権
の
行
使
で
き
な
い
状
態
」
に
な
つ
て
い
る
（
参
議
院
地
方
行
政
委
員
会 

昭
和
五
十
五 

 

年
十
月
二
十
三
日 

自
治
省
行
政
局
長
答
弁
）
。
公
式
見
解
で
は
、
あ
た
か
も
「
廃
村
手
続
き
を
取
つ
て
す
つ
き 

 

り
」
し
た
方
が
良
い
の
だ
と
も
と
れ
る
よ
う
な
消
極
的
態
度
で
あ
る
。 

ま
た
、
同
じ
自
治
省
発
行
の
地
方
公
共
団
体
総
覧
に
は
全
然
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
で
領
土
権
を
主
張 

 
 

す
る
日
本
政
府
の
態
度
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。 

全
国
市
町
村
要
覧
の
昭
和
五
十
五
年
版
ま
で
は
地
図
に
村
名
す
ら
記
載
さ
れ
な
か
つ
た
。
よ
う
や
く
昭
和
五 

 

十
六
年
版
に
記
載
さ
れ
た
が
、
新
た
に
掲
載
し
た
理
由
を
問
う
た
と
こ
ろ
、
「
行
政
の
実
態
が
な
い
の
で
記
載 

 
 

四 

 



 

三 

全
国
市
町
村
の
総
面
積
と
全
国
都
道
府
県
総
面
積
と
が
食
い
違
つ
て
い
て
、
日
本
国
国
家
と
し
て
の
体
を
な 

 

し
て
い
な
い
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

し
な
か
つ
た
が
、
北
方
領
土
に
関
す
る
論
議
を
ふ
ま
え
五
十
六
年
度
版
か
ら
所
要
の
改
訂
を
作
つ
た
」
と
い
う 

 
 

理
由
で
あ
る
（
全
国
市
町
村
要
覧
五
十
五
年
版
、
五
十
六
年
版
と
も
三
五
頁
参
照
の
こ
と
）
。
単
に
北
方
領
土
の 

 
 

論
議
が
高
ま
つ
て
き
た
か
ら
訂
正
し
た
、
と
い
う
だ
け
で
済
ま
さ
れ
る
問
題
だ
ろ
う
か
。
ま
し
て
、
後
述
質
問 

 
 

四
の
こ
と
を
考
え
れ
ば
な
お
更
で
あ
る
。 

全
国
都
道
府
県
の
総
面
積
は
三
七
七
、
七
〇
八
・
〇
九
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
（
全
国
市
町
村
要
覧
二
九 

 

頁
）
。
う
ち
、
北
海
道
だ
け
で
み
る
と
八
三
、
五
一
六
・
五
七
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
（
昭
和
五
十
六
年
版 

 
 

 

全
国
市
町
村
要
覧
三
六
頁
）
が
、
同
要
覧
の
北
海
道
の
市
町
村
の
総
面
積
は
七
八
、
六
二
一
・
九
五
平
方
キ
ロ 

 
 

 
 

メ
ー
ト
ル
で
あ
つ
て
、
四
、
八
九
四
・
六
二
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
だ
け
食
い
違
つ
て
い
る
。
日
本
政
府
は
、
日 

 
 

 

本
国
の
総
面
積
を
ど
ち
ら
が
正
し
い
と
し
て
採
る
か
。
学
校
の
教
科
書
等
に
日
本
の
総
面
積
は
ど
ち
ら
を
記
載 

 

五 

 



 

四 

政
府
は
国
際
司
法
裁
判
所
に
い
ず
れ
は
提
訴
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
が
、
そ
の
意
思
は
あ
る
の
か
。 

し
て
い
る
か
。
海
外
へ
の
日
本
の
紹
介
に
は
ど
ち
ら
の
面
積
を
採
つ
て
い
る
か
。
こ
の
よ
う
な
食
い
違
い
が
あ 

 
 

つ
て
正
し
い
国
家
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。 

前
記
要
覧
及
び
総
覧
が
国
際
司
法
裁
判
所
の
審
理
の
際
、
ソ
連
側
又
は
ソ
連
に
好
意
的
な
国
か
ら
北
方
三
島 

 

六
ヵ
村
が
日
本
の
領
土
に
入
つ
て
い
な
い
と
い
う
証
拠
と
し
て
出
さ
れ
た
と
き
、
ど
う
反
論
す
る
の
か
。 

北
方
四
島
七
ヵ
村
が
日
本
固
有
の
領
土
と
し
て
、
「
日
本
が
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
に
よ
つ
て
放 

 
 

棄
し
た
も
の
で
な
い
」
と
い
う
の
が
我
が
国
の
主
張
で
あ
る
。
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
参
加
四
十
八
ヵ 

 
 

国
中
、
こ
の
我
が
国
の
主
張
を
正
式
に
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
の
は
米
国
の
み
で
あ
る
（
一
九
五
六
年
ダ
レ
ス
国 

 
 

務
長
官 

一
九
五
七
年
の
対
ソ
米
国
書
簡
）
。 

我
が
国
は
、
政
府
・
国
民
挙
げ
て
我
が
国
の
主
張
を
少
な
く
と
も
講
和
条
約
参
加
国
に
理
解
を
求
め
、
そ
の 

 
 

支
持
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
今
後
朝
野
挙
げ
て
の
国
際
活
動
に
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。 

 
 

六 

 



 

五 

地
方
交
付
税
に
お
い
て
北
方
三
島
六
ヵ
村
は
無
視
さ
れ
て
き
た
。
な
ぜ
か
。 

  

さ
て
そ
の
と
き
に
、
自
治
省
発
行
の
前
記
全
国
市
町
村
要
覧
、
地
方
公
共
団
体
総
覧
（
五
十
五
年
版
以
前
の 

 
 

も
の
）
が
ソ
連
又
は
ソ
連
に
好
意
的
な
国
か
ら
日
本
の
主
張
の
反
論
資
料
と
し
て
出
さ
れ
る
と
思
う
。
要
覧
、 

 
 

総
覧
が
ソ
連
に
入
手
さ
れ
、
た
と
え
国
際
司
法
裁
判
所
へ
証
拠
資
料
と
し
て
提
出
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
な
く 

 

と
も
、
ソ
連
か
ら
み
れ
ば
、
日
本
政
府
の
領
土
権
主
張
の
あ
い
ま
い
さ
と
し
て
み
ら
れ
る
。 

そ
し
て
最
終
的
に
は
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
第
二
十
二
条
に
よ
つ
て
国
際
司
法
裁
判
所
に
提
訴
し
、 

 
 

そ
の
審
判
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。 

左
表
は
、
同
様
に
問
題
に
な
つ
て
い
る
こ
の
種
諸
島
の
交
付
税
の
交
付
状
況
で
あ
る
。 

戦
後
に
お
け
る
地
方
交
付
税
の
新
た
に
交
付
さ
れ
た
経
過 

七 

 



 

     
表
の
（
注
）
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
市
町
村
分
の
交
付
税
が
交
付
さ
れ
て
い
な
い
の
は
三
島
六
ヵ
村
の
み
で 

 

あ
る
。
こ
れ
で
は
交
付
税
上
も
日
本
の
領
土
と
な
つ
て
い
な
い
。
「
地
方
交
付
税
法
の
臨
時
特
例
法
」
（
仮
称
）
等 

 
 

の
制
定
に
よ
り
、
羅
臼
町
に
は
泊
村
分
を
交
付
す
る
と
か
、
又
は
、
三
島
六
ヵ
村
分
全
部
を
根
室
市
に
交
付 

 
 

 

し
、
北
方
四
島
隣
接
市
町
で
一
部
事
務
組
合
に
よ
つ
て
こ
の
交
付
税
を
財
源
と
し
て
当
該
隣
接
地
域
の
振
興
に 

 

充
て
る
と
か
、
方
法
は
考
え
ら
れ
る
は
ず
だ
。
（
な
お
、
次
の
質
問
六
に
い
う
三
島
六
ヵ
村
の
役
場
事
務
を
行 

 
 

 

う
よ
う
に
す
れ
ば
、
交
付
税
交
付
に
つ
い
て
一
層
の
整
合
性
が
得
ら
れ
る
。
） 

八 

 



 

六 
三
島
六
ヵ
村
の
役
場
事
務
が
行
わ
れ
て
い
な
い
。
な
ぜ
か
。 

小
笠
原
諸
島
は
復
帰
前
東
京
都
が
役
場
事
務
を
行
つ
て
い
た
。
尖
閣
諸
島
は
現
に
石
垣
市
で
、
竹
島
は
五
箇 

 
 

村
で
行
つ
て
い
る
。
尖
閣
諸
島
（
九
島
五
・
八
三
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
も
、
竹
島
（
〇
・
二
三
一
平
方
キ
ロ
メ
ー 

 

ト
ル
）
も
石
垣
市
（
二
二
六
・
九
九
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
又
は
五
箇
村
（
五
一
・
九
八
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
に 

 

含
ま
れ
、
役
場
事
務
が
行
わ
れ
、
交
付
税
が
交
付
さ
れ
て
い
て
、
領
土
権
の
主
張
が
鮮
明
で
あ
る
。 

こ
れ
で
こ
そ
領
土
権
を
主
張
す
る
地
方
自
治
法
、
交
付
税
法
上
の
採
る
べ
き
日
本
政
府
の
姿
勢
だ
と
思
う
。 

 
 

ま
た
、
北
対
協
の
融
資
に
対
応
す
る
旧
島
民
で
あ
る
と
の
証
明
は
千
島
連
盟
が
行
つ
て
お
り
、
行
政
が
直
接
担 

 
 

当
し
て
い
な
い
。
我
が
国
固
有
の
領
土
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
以
上
、
役
場
事
務
が
行
わ
れ
、
た
と
え
不
法 

 
 

占
拠
さ
れ
た
と
し
て
も
そ
の
住
民
、
財
産
、
土
地
等
に
つ
い
て
当
時
の
記
録
を
持
ち
、
特
に
住
民
に
つ
い
て
は 

 
 

死
亡
し
た
場
合
の
後
継
者
を
明
確
に
し
て
お
く
こ
と
こ
そ
領
有
を
主
張
す
る
基
本
に
な
る
事
項
と
考
え
ら
れ 

 
 

る
。
六
ヵ
村
の
学
歴
証
明
に
つ
い
て
も
外
地
と
同
様
に
扱
わ
れ
て
い
る
。
い
ま
旧
島
民
と
そ
の
子
孫
は
、
北
方 

 
 

九 

 



 

3 

北
方
領
土
隣
接
市
町
が
三
島
六
ヵ
村
の
役
場
機
能
を
有
し
、
か
つ
、
そ
れ
等
市
町
の
一
部
事
務
組
合
に
よ 

 

つ
て
、
返
還
後
直
ち
に
実
施
さ
れ
る
開
発
計
画
等
を
樹
立
す
る
こ
と
が
旧
島
民
の
返
還
運
動
に
勇
気
を
与 

 
 

え
、
か
つ
、
領
土
権
を
主
張
す
る
積
極
的
な
姿
勢
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

2 

し
か
ら
ば
、
三
島
六
ヵ
村
は
旧
島
民
並
び
に
そ
の
子
孫
の
財
産
等
そ
の
ま
ま
か
、
あ
る
い
は
す
べ
て
国
有 

 

財
産
か
。
ど
の
よ
う
な
も
の
か
明
示
さ
れ
た
い
。 

1 

竹
島
は
国
有
財
産
で
あ
る
。
尖
閣
諸
島
は
昭
和
四
十
一
年
琉
球
政
府
の
資
産
目
録
に
入
つ
て
い
た
も
の
を 

 

引
き
継
い
だ
の
だ
か
ら
、
こ
れ
は
沖
縄
県
有
財
産
で
あ
る
と
思
う
が
ど
う
か
。 

領
土
が
返
還
さ
れ
た
と
き
、
島
に
残
し
て
き
た
諸
権
利
―
在
島
財
産
や
漁
業
権
等
―
は
そ
の
ま
ま
継
承
さ
れ
て 

 

い
る
の
か
ど
う
か
不
安
を
持
つ
て
い
る
。
北
方
領
土
の
引
揚
者
は
樺
太
、
朝
鮮
、
台
湾
等
の
引
揚
者
と
同
様
に 

 
 

扱
わ
れ
て
い
る
（
引
揚
者
給
付
金
・
在
外
財
産
補
償
金
―
見
舞
金
―
等
）
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
自
体
が
放
棄
し 

 
 

た
領
土
と
同
じ
扱
い
に
な
つ
て
い
る
。 

一
〇 

 



 

以
上
、
国
権
の
最
高
機
関
で
あ
る
国
会
の
度
重
な
る
決
議
、
あ
る
い
は
総
理
自
ら
の
指
示
に
も
か
か
わ
ら
ず
、 

 
 

政
府
内
部
に
北
方
領
土
返
還
運
動
に
取
り
組
む
熱
意
に
欠
け
て
い
る
こ
と
が
原
因
で
あ
る
と
思
う
。 

4 
以
上
の
う
え
に
立
つ
て
次
の
こ
と
に
答
え
て
欲
し
い
。 

「
北
方
領
土
の
日
」
の
制
定
、
総
理
の
北
方
領
土
の
視
察
は
我
が
国
と
し
て
返
還
運
動
に
新
機
軸
を
画
す
る
も
の 

我
が
国
の
領
土
で
あ
る
限
り
、
三
島
六
ヵ
村
へ
転
籍
を
希
望
す
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
受
け
入 

 
 

れ
る
の
が
国
の
責
任
で
あ
る
。
そ
れ
が
行
わ
れ
な
い
の
は
な
ぜ
か
。 

歯
舞
諸
島
（
多
楽
島
、
志
発
島
、
勇
留
島
、
秋
勇
留
島
、
水
晶
島
）
の
五
島
は
、
旧
歯
舞
村
で
根
室
市
に
合 

 
 

 

併
し
て
い
る
の
で
根
室
市
役
所
で
戸
籍
事
務
を
扱
う
こ
と
が
で
き
る
。
現
に
、
歯
舞
諸
島
に
は
戸
籍
数
三
三 

 
 

 

戸
、
在
籍
者
六
三
人
と
な
つ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
昭
和
四
十
四
年
に
色
丹
、
国
後
に
転
籍
を
希
望
し
た
人 

 
 

 

の
届
出
書
が
最
近
本
人
に
返
さ
れ
て
き
た
。
「
戸
籍
に
関
す
る
事
務
は
、
市
町
村
長
が
こ
れ
を
管
掌
す
る
。
」 

 
 

（
戸
籍
法
）
と
あ
る
が
、
六
ヵ
村
の
市
町
村
長
を
任
命
し
て
こ
な
か
つ
た
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
と
思
う
。 

一
一 

 



 

 

一
二 

と
言
え
る
。
こ
の
機
会
に
、
過
去
の
誤
つ
た
態
度
の
政
府
部
内
に
責
任
を
明
ら
か
な
ら
し
む
る
こ
と
が
必
要
で
あ 

 
 

る
。 最

後
に
〝
行
政
事
件
訴
訟
法
〟
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
行
政
権
の
積
極
的
発
動
た
る
行
政
行
為
に
対
す
る
救
済 

 
 

手
段
と
し
て
抗
告
訴
訟
（
及
び
行
政
行
為
の
無
効
確
認
訴
訟
）
が
あ
る
が
、
行
政
権
が
積
極
的
に
行
政
行
為
を
な
さ 

 
 

な
い
場
合
は
、
行
政
行
為
を
な
す
べ
き
こ
と
が
法
規
に
よ
り
国
民
に
対
す
る
関
係
で
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
と 

 
 

き
―
本
質
問
の
内
容
は
こ
れ
に
該
当
す
る
よ
う
に
思
う
―
利
害
関
係
者
は
そ
の
行
政
行
為
を
な
さ
な
い
こ
と
（
不 

 
 

行
為
）
を
違
法
と
し
て
攻
撃
す
る
訴
訟
を
理
論
上
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
政
府
の
見
解
を
問
う
。 

右
質
問
す
る
。 


